
 

 

地域商業・商店街活動応援事業補助金交付要領  

 

 

 （趣旨）  

第１条  地域商業・商店街活動応援事業補助金の交付に関しては、地域商業・商店街活

動応援事業補助金交付要綱（以下「要綱」という。）に定めるもののほか、この要領

に定めるところによる。  

 

 (商 業 者 グ ル ー プ 等 )  

第 ２ 条  要 綱 第 ２ 条 第 （ ２ ） で 規 定 す る 商 業 者 グ ル ー プ 等 （ 以 下 、 「 商 業 者

グ ル ー プ 等 」 と い う 。 ） に は 、 商 店 街 に お い て 、 ま ち づ く り や 商 業 活 性 化

の 担 い 手 と し て 事 業 に 取 り 組 む こ と が で き る 事 業 者 （ 以 下 、 「 担 い 手 事 業

者 」 と い う 。 ） を 含 む も の と す る 。  

２  担 い 手 事 業 者 と は 中 小 企 業 者 （ 中 小 企 業 基 本 法 （ 昭 和 ３ ８ 年 法 律 第 １ ５

４ 号 ） 第 ２ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 者 ） 又 は 団 体 （ 商 店 街 組 織 、 商 工 団 体 及 び

地 方 公 共 団 体 を 除 く 。 ） で あ っ て 、 定 款 等 に よ り 代 表 者 の 定 め が あ り 、 財

産 の 管 理 等 を 適 正 に 行 う こ と が で き る も の を い う 。 な お 、 次 の い ず れ か に

該 当 す る 者 を 除 く 。  

（ ア ） 資 本 金 又 は 出 資 金 が ５ 億 円 以 上 の 法 人 に 直 接 又 は 間 接 に １ ０ ０ ％ の 株

式 を 保 有 さ れ る 中 小 ・ 小 規 模 事 業 者  

（ イ ） 交 付 申 請 時 に お い て 、 確 定 し て い る （ 申 告 済 み の ） 直 近 過 去 ３ 年 分 の

各 年 又 は 各 事 業 年 度 の 課 税 所 得 の 年 平 均 額 が １ ５ 億 円 を 超 え る 中 小 ・ 小 規

模 事 業 者  

３  担 い 手 事 業 者 は 、 要 綱 第 ４ 条 第 １ 項 で 規 定 す る 空 き 店 舗 の 解 消 に 向 け た

取 組 （ 以 下 、 「 空 き 店 舗 対 策 」 と い う 。 ） に 限 り 補 助 事 業 の 対 象 と な る も

の と す る 。  

 

 (関 係 機 関 か ら の 推 薦 )  

第 ３ 条  商 業 者 グ ル ー プ 等 が 空 き 店 舗 対 策 に つ い て 要 綱 第 ５ 条 第 １ 項 に 規 定

す る 事 業 計 画 書 等 を 提 出 す る と き は 、 別 紙 様 式 に よ り 事 業 対 象 区 域 の 市 町

村 又 は 商 工 団 体 の い ず れ か 、 及 び 事 業 対 象 の 商 店 街 か ら の 推 薦 を 受 け 、 そ

れ も 併 せ て 提 出 す る も の と す る 。 な お 、 事 業 年 度 に お い て 、 事 業 対 象 区 域

又 は 事 業 対 象 商 店 街 が 増 え た 場 合 は 、 新 た に 該 当 す る 団 体 か ら の 推 薦 を 受

け 別 紙 様 式 を 提 出 す る も の と す る 。  

 

 （補助対象経費の要件）  

第４条  要綱別表（第 4条関係）に規定する経費の要件は、次のとおりとする。  

（１）にぎわい創出に向けた取組  

 （ア）集 客 イ ベ ン ト 等 の 開 催 に 要 す る 経 費  

  次のア又はイのいずれかに該当すること  

   ア  商 店 街 の 賑 わ い 創 出 の た め に 実 施 す る 、 祭 り 、 ス タ ン プ ラ リ ー 、 商

   店 街 Ｐ Ｒ 等 の 実 施 に 係 る 経 費  

   イ  個店と顧客の密着度を高めるために行う、まちゼミ、まちバル等の実施に係  

   る経費  

 （イ）地域住民のニーズ調査等に要する経費  



 

 

  次のア、イのいずれかに該当すること  

   ア  商店街の新規事業の策定のために行うニーズ調査に係る経費  

   イ  商店街のビジョン・計画づくりのために行うニーズ調査に係る経費  

 （ウ）商 品 開 発 等 に 要 す る 経 費  

  商 店 街 が 一 体 と な り 、 ア ン テ ナ シ ョ ッ プ 等 で 販 売 す る た め の 商 品 の 企 画

 ・ 開 発 に 係 る 経 費  

 （エ）防災機能強化に要する経費  

  次のアからウまでのいずれかに該当すること  

   ア  商店街版ＢＣＰ策定のための経費  

   イ  商店街安全・安心マップ作成のための経費  

   ウ  上記アからイに併せて購入する懐中電灯、携帯ラジオ、ポリタンク、ヘルメ
    ット、携帯トイレ等、災害時に必要となることが想定される物品のための経費  

    ただし、物品１個あたりの補助限度額は２万５千円とする。  

（２）空き店舗の解消に向けた取組  

 （ア）物件 (商店街に所在するものに限る。以下同じ。 )の調査に要する経費  

 （イ）空き店舗 (商店街に所在するものに限る。以下同じ。 )情報のデータベース化に

要する経費  

 （ウ）空き店舗マップの作成に要する経費  

 （エ）空き店舗と出店者のマッチングに要する経費  

   ア  空き店舗ツアーなどイベントの実施及び参加者募集の広報に係る経費  

   イ  事業実施主体が借り上げた物件のチャレンジ出店期間の賃料（別紙１に定め

る要件を満たす場合）  

   ウ  店舗内の備品（チャレンジショップとして事業実施主体が整備する場合に限

る）  

   エ  募集や出店に係る広報費  

 （オ）空き店舗の利活用に要する経費  

 ア  事業実施主体が借り上げる際の賃料（別紙１に定める要件を満たす場合）  

   イ  スタッフ募集に係る経費、賃金  

   ウ  店舗内の備品  

（カ） (イ )、 (ウ )で作成したデータベース、空き店舗マップの広報に係る経費  

 

（３）繁盛店の創出に向けた取組  （個店が実施する取組に要する経費は補助対象外）  

 （ア）商圏分析の実施に要する経費  

   ア  データ収集と分析の委託に係る経費  

   イ  アンケート調査の実施に係る経費（アンケート票作成・発送・回収）    

 （イ）データ活用勉強会に要する経費  

   ア  会場使用料  

   イ  勉強会資料の作成に係る経費  

 （ウ）広報に要する経費  

   ア  ホームページ等の作成に係る経費  

   イ  ポスター、チラシ等の作成に係る経費  

 （エ） PRイベントの実施に要する経費  

 

（４）インバウンド受入に向けた取組  

  （ ア ） 外 国 人 観 光 客 を 受 け 入 れ る 環 境 整 備 の た め の 経 費   

   ア  多 言 語 に 対 応 し た 案 内 板 、 ホ ー ム ペ ー ジ 、 マ ッ プ 、 音 声 ガ イ ド 等



 

 

の 作 成 ・ 設 置 に 係 る 経 費  

   イ  イ ン バ ウ ン ド 受 入 事 業 に 向 け た 人 材 育 成 、 勉 強 会 等 に 係 る 経 費  

 （ イ ） 外 国 人 観 光 客 を 対 象 と し た 集 客 、 体 験 イ ベ ン ト 等 の 実 施 に 係 る 経 費  

（ ウ ） （ ア ） の ア に よ り 作 成 ・ 設 置 し た も の 並 び に （ ア ） の イ 及 び （ イ ）

に よ り 実 施 す る 取 組 の 広 報 に 係 る 経 費  

   

 （状況報告）  

第５条  要綱第１６条に基づく状況報告に当たり、県は必要と認めた場合には、補助事

 業者に対して、遂行状況等を明らかにするために、関係書類の提示や現地調査など  

 の調査を行うことができるものとする。  

 

 （報告書の添付書類）  

第６条  要綱第１７条第２項に規定する知事が定める書類は、次に掲げるものとする。  

（１）検査調書（様式第１７号）  

（２）その他知事が必要と認めるもの  

 

 （ 事 業 の 指 導 及 び 助 言 ）  

第 ７ 条  補 助 事 業 者 の 自 主 性 を 尊 重 し 、 事 業 の 適 正 か つ 円 滑 な 実 施 を 推 進 す

る た め 、 県 は 必 要 に 応 じ て 、 指 導 及 び 助 言 を 行 う も の と す る 。 な お 、 要 綱

第 ４ 条 第 １ 項 で 規 定 す る 繁 盛 店 の 創 出 に 向 け た 取 組 を 実 施 す る 者 は 、 よ り

事 業 効 果 を 高 め る た め 、 埼 玉 県 商 業 振 興 関 係 専 門 家 派 遣 制 度 を 活 用 し 、 取

組 の 中 で 専 門 家 か ら の 指 導 及 び 助 言 を 受 け る も の と す る 。  

 

 （ 補 助 対 象 外 経 費 等 ）  

第 ８ 条  要綱別表１（２）に規定する対象外経費の要件は、次のとおりとする。  

 ア  間接的な経費  

  損 害 保 険 料 、 商 店 街 組 織 運 営 費 、 補 助 事 業 者 の 事 務 用 機 器 購 入 費 な ど  

 イ  景品等  

  景 品 、 記 念 品 、 賞 品 、 食 材 等 の 材 料 費 な ど  

 ウ  旅費、飲食費  

  交 通 費 （ 講 師 等 に 支 払 う も の は 除 く ） 、 バ ス 等 借 上 料 、 飲 食 費 、 茶 菓 代  

  な ど  

 

 （ そ の 他 ）  

第 ９ 条  こ の 要 領 に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 事 業 の 実 施 に つ き 必 要 な 事 項 に

 つ い て は 、 そ の 都 度 、 別 途 定 め る 。  

 

   附  則  

 この要領は、平成２７年４月３０日から施行する。  

 

   附  則  

 この要領は、平成２９年４月１７日から施行する。  

 

   附  則  

 この要領は、平成３０年４月２５日から施行する。  

 



 

 

   附  則  

 この要領は、令和３年４月１２日から施行する。  

 

   附  則  

 この要領は、令和４年４月１４日から施行する。  

 

   附  則  

 この要綱は、令和５年３月１７日から施行する。  



 

 

別紙１  

 

「事業実施主体が借り上げた物件のチャレンジ出店期間の賃料」及び、「事業実施主体

が借り上げる際の賃料」について  

補助対象となる物件（次のいずれも満たすもの）  

・過去に商業の用に供され、営業されていた実績がある店舗物件であること  

・賃貸できる状況にあるが、 3か月以上事業が行われていない状態が継続していること  

・地上 1階部分又は 2階部分の店舗であること  

・事業実施主体が賃借し、かつ事業を行うこと  

・（住宅部分を有する店舗物件の場合）店舗部分と住宅部分が明確に分離できること  

 

※次のいずれかに該当する場合は補助対象外とする  

・出店者が、空き店舗の所有者である、所有者の 2親等以内の親族である、又は所有者  

 の 2親等以内の親族と生計を一にしている  

・補助対象店舗において、中小小売商業振興法（昭和 48年法律第 101号）第 4条第 5項に  

 定める連鎖化事業を行う  

・補助対象店舗において、風俗営業、貸金業、宗教活動、政治活動、倉庫として利用  

 する事業、公序良俗に反する事業を行う  

・借上期間内に、対象物件に出店がない  

 

その他  

・賃料の補助額は月額 5万円を上限とし、最大で補助事業開始から事業年度の 3月の別

に定める日までに支払を完了する分を対象とする  

・補助対象となる賃料には、敷金、礼金、駐車場代及び仲介手数料等賃貸借契約に関

する諸費用は含めない  

 

  

 


